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死
刑
制
度
調
査
会
の
設
置
及
び
死
刑
執
行
の
停
止
に
関
す
る
法
律
案

（
通
称
「
日
弁
連
死
刑
執
行
停
止
法
案

）」

二
〇
〇
八
年
三
月
一
三
日

日
本
弁
護
士
連
合
会

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
我
が
国
に
お
け
る
死
刑
の
制
度
上
及
び
運
用
上
の
問
題
点
に
か
ん
が
み
、
死
刑
制
度
の
存
廃
を
含
む
抜
本
的
な
検
討
及
び
見
直

し
を
行
う
た
め
、
一
定
期
間
、
死
刑
確
定
者
に
対
す
る
執
行
を
停
止
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
間
に
国
会
及
び
政
府
の
取
り
組
む
べ
き
課
題
等
を
定
め
、

も
っ
て
刑
事
司
法
制
度
の
改
善
及
び
基
本
的
人
権
の
擁
護
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
死
刑
制
度
調
査
会
の
設
置
）

第
二
条

衆
議
院
及
び
参
議
院
（
以
下
「
両
議
院
」
と
総
称
す
る

）
は
、
死
刑
制
度
の
存
廃
そ
の
他
死
刑
制
度
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
の

。

調
査
を
行
う
た
め
、
各
議
院
に
死
刑
制
度
調
査
会
を
設
け
る
。

一

死
刑
制
度
の
運
用
状
況

二

死
刑
を
法
定
刑
と
す
る
罪
に
係
る
事
件
（
以
下
「
死
刑
事
件
」
と
す
る

）
の
量
刑
の
実
情

。

三

死
刑
事
件
に
関
す
る
誤
判
防
止
の
た
め
の
刑
事
司
法
制
度
の
在
り
方

四

死
刑
に
直
面
す
る
者
に
対
す
る
権
利
保
障
、
死
刑
確
定
者
の
処
遇
等

五

世
界
に
お
け
る
死
刑
制
度
の
動
向

六

死
刑
の
犯
罪
抑
止
効
果
及
び
死
刑
執
行
停
止
期
間
中
の
犯
罪
情
勢
の
推
移

七

死
刑
に
代
わ
る
最
高
刑
の
在
り
方

八

死
刑
を
法
定
刑
と
す
る
犯
罪
の
範
囲
の
適
否

（
死
刑
制
度
調
査
会
の
権
限
等
）

第
三
条

死
刑
制
度
調
査
会
は
、
前
条
の
調
査
に
関
し
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
国
に
対
し
、
死
刑
に
関
す
る
情
報
の
開
示
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
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２

死
刑
制
度
調
査
会
は
、
前
条
の
調
査
の
た
め
、
公
聴
会
の
開
催
及
び
参
考
人
の
調
査
を
行
い
、
広
く
国
民
の
意
見
を
聴
取
す
る
。

（
報
告
書
の
提
出
）

第
四
条

死
刑
制
度
調
査
会
は
、
第
二
条
の
調
査
を
終
え
た
と
き
は
、
調
査
の
経
過
及
び
結
果
を
記
載
し
た
報
告
書
を
作
成
し
、
こ
れ
を
そ
れ
ぞ
れ
の
議

院
の
議
長
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

（
設
置
期
間
）

第
五
条

死
刑
制
度
調
査
会
の
設
置
期
間
は
、
そ
の
設
置
の
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
と
す
る
。

（
委
任
）

第
六
条

第
二
条
か
ら
前
条
ま
で
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
死
刑
制
度
調
査
会
に
関
す
る
事
項
は
、
両
議
院
が
そ
れ
ぞ
れ
の
規
則
で
定
め
る
こ
と
が
で

き
る
。

（
死
刑
に
関
す
る
情
報
公
開
）

第
七
条

国
は
、
死
刑
に
関
す
る
国
民
的
な
議
論
を
行
い
、
国
会
に
お
け
る
死
刑
制
度
に
関
す
る
調
査
に
資
す
る
た
め
、
死
刑
に
関
す
る
情
報
を
公
開
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
死
刑
の
執
行
の
停
止
に
関
す
る
刑
事
訴
訟
法
の
特
例
）

第
八
条

法
務
大
臣
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
か
ら
、
第
五
条
に
規
定
す
る
死
刑
制
度
調
査
会
の
設
置
期
間
の
末
日
ま
で
の
間
、
刑
事
訴
訟
法
（
昭
和

二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
第
四
百
七
十
五
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
死
刑
の
執
行
を
命
令
し
て
は
な
ら
な
い
。

附

則

こ
の
法
律
は
、
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。




